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いい加減にせ！！

言うまでもなく、休日出勤は休日に指定できるが年休
には指定できない。

ところが、会社は年休時期指定（年休申請）よりも、
休日指定を優先させ、その休日に本人の同意なしに休日
出勤を強要している。

いわば強制労働である。

そもそも、年休は労働者の権利であり先達が勝ち取っ
た財産でもある。

また、前月１０日に発表される休日予定表には休日（予
定）ともされておらず、所定行路のみが記載されている
のである。

私達は、会社の都合が良いように扱われているのだ！！

私達は社畜ではない
休日を勝手に奪うな！！


